
（2）見直し案の具体飽虫垂  

見直し案  

各科目の教員l盛創過重畳を含む」遡眉展墓性旦主⊇  

いては、次のアからキまでの科目ごとにそれぞれ掲げる  

苓のうら、いミ＝lかに芸文当すうものとす5「と．  

ただし、エに椙げる高齢者に対する支援と介護保険制  

圧l二ついて上し少い、とも1人＝上Ilエの・かに三工当＿す  
星看でなければならないものとする皿  

Z適温造と低能及び疾虞  

軌茎拉致畳墓膿剋22年法経基呈巨号）に基づく大学   

院j三おぃて、当該剋月1こ関する研究領簸を垂攻ヒ   

た看で修士旦蛙隆±の学位を有する者  

（イ）医師  

肋堤燈臥助産隆具題看護師の朗取得後、巨年   

以上看護差羞上二従事した塩塵「がある者  

す心理掌理論と白壁的支援▲社会理論と社会システ   

ム上j昆±鮎と福祉し社会調査の基礎、福姓サニビ   

服L社会偲陸  
粗大学及び   

これらに準ずる教育機関 

抜い⊥皇該封旦を担呈する教授⊥進数捜、助数又建   

講座戯⊥と土工選考さ吐た者  
校の専門課程の専イ壬   

教員として⊥皇遜科目をa年以上担当した経験を有   

する肴  

各科目毎の教員（添削指導者を含む。）の資格要件  

については、次のとおりとする。  

ア 社会福祉原論、老人福祉論、障害者福祉論、児童  

福祉論、社会保障論、公的扶助論及び地域福祉論  

（ア）大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教   

育機関において、法令の規定に従い、当該科目を   

担当する教授、准教授、助教又は講師（非常勤を   

含む。）として選考された者  

（イ）専修学校の専門課程の専任教員として、当該科   

目を3年以上担当した経験のある者  

（ウ）大学院において、当該科目に関する研究領域を   

専攻した看で修士又は博士の学位を有する者  

（エ）国の行政機関又は地方公共団体において管理   

職以上の経験があって、当該科目に関する業掛こ   

3年以上従事した経験のある者（社会福祉原論を除   

く。）  

イ 社会福祉援助技術論  

（ア）大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教   

育機関において、法令の規定に従い、当該科目を   

担当する教授、助教又は講師（非常勤を含む。）   

として選考された者  

（イ）専修学校の専門課程の専任教員として、当該科   

目を3年以上担当した経験のある者  

見直し案  

（ウ）大学院において、当該科目に関する研究領域を   

専攻した看で修士又は博士の学位を有する者  

（エ）社会福祉士資格取得後、5年以上相談援助業   

務に従事した経験のある者  

（オ）社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助   

技術現場実習指導については、社会福祉援助技術   

論、社会福祉援助技術演習を教授できる者も含む。  

り 心理学、社会学及び法学  

（ア）大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教   

育機関において、法令の規定に従い、当該科目を   

担当する教授、助教授又は講師（非常勤を含む。）   

として選考された者  

（イ）専修学校の専門課程の専任教員として、当該科   

目を3年以上担当した経験のある者  

（ウ）大学院において、当該科目に関する研究領域を   

専攻した看で修士又は博士の学位を有する者  

工 医学一般   

原則、内科医師  
オ 介護概論   

介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の資格  
取得後、5年以上介護又は看護業務に従事した経験   

がある者  

iウ）学校数育法麒大草庖慕おいて⊥呈三左魁員」三   

関する研究領域を専塵した着で修士又は悼±但空位   

を左する着  

脚 

皿学校数書法に基づく大学院、大学、短観大里及びこ   

れらに準ずる教育機阻におい王、法令の規定I∃庭い、   

授、助致又は講師   

（非常勤を含むhjとして選考された着  

くイ1学校農畜法に基づく専修苧厳の専門課程の専任教   

員として⊥当該科目を3年以上担当した経験を右する   

畳  
払大学l矧二おいて 

関する腰宜慮域を専攻した煮で隆±又は博士の学位   

を互壬る着  

日∋社会福祉士の査格を取得した後、相談援助金羞塵   

旦三組亀を互生る畳  

与高齢量に対する支】呈と介護保険制度  

（ア1掌校数責法に基づく大豊院ゝ大里、短期大学及びこ   

也らに豊壬る塵喜毯盟如し   

皇該科員を担呈する教授⊥進教授⊥助数又は講顔  

（韮豊艶を含む旦ほして選考された着  

雌 

員として、馳ある童  
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（参考）現行の社会福祉士養成施設の教員要件について  

○ 現行の社会福祉士養成施設における教員要件については、科目ごとに、  

①当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教  

② 当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員  

③ 当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者  

④ 当該科目に関する業務に3年以上の実務経験を有する国の行政機関又は地方公共団体の   

管理職以上の者（経験者を含む。）  

⑤ 5年以上の実務経験を有する社会福祉士  

⑥ 内科医師  

⑦5年以上の実務経験を有する介護福祉士又は看護師等   

のいずれかに該当する教員を確保しなければならないこととされている。  

72  

当該科目に開す  
当該科目を担  当該科目の担  当該科目に関   る業務に3年以上   

5年以上の実務   
5年以上の実粍  

内科医師     当する大学等  当として3年以  する研究領域を  の実務経験を有    経♯を有する介   における教授、  上の教育経験  専攻した修士又  する国の行政機  経験を有する社   護福祉士又は  
進数授、講師又  
は肋教   校の専任教員   

看護師等  

術  

術  

術  

術  

社会福祉原論  

老人福祉論  

障害者福祉論  

児童福祉論  

社会保障論  

公的扶助論  

地域福祉論  

社会福祉援助技  

社会福祉援助技  

社会福祉援助技  

社会福祉援助技  
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Ⅲ 施設設備  

74  

○ 社会福祉士養成施設の設置主体については、運用上、地方公共団体、学校法人及び   
社会福祉法人のいずれかであることが要件となっているが、養成施設の指定基準にお   
いてこれを改めて明確化する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

＃会題憩士劫敵穿仁ついて玖虜ををL。  
たノだと′、儲ゴー養成願翼穿紛おいこ  

以下の鹿屋漆弘  

団体1，学校法人及び社会福祉     厨慶喜鰍彪方公＃β7嵐草炭．法人及び社会窟社ノ芽   
人を原則とすること（   人左靴すること   
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○ 建物（校舎）については、運用上、自己所有であることが要件となっているが、事業の  
継続性が担保されることを前提に、借家の場合でも可能となるよう、規制を緩和する。  

見直し案  

＃会裔磁土屋戯超たついてば、鹿足なL。  

ただ乙′、プ瀾土着脚客質粛蜘仁おいこ  

以下の虜定演弘   

（p 夜会筈密励仁つい紘乳房年内「72月．末β夏モノ  

仁工事苫完アL、厳穿の場合ば、炭塵源の安打を愛  
／ナるこ∠もまた鮎筈仁ついて盲、すべ丁年ノ勾仁断   

つ／ナを完■7す‾ること  

（む 校舎等建物については、申請年内（12月末日まで）   

に工事を完了し、新築の場合は、検査済証の交付を受   

けること。また、備品等についても、すべて年内に備え   

つけを完了すること。なお必要1年を満たし、力、つ㌧ぉ   

おむね≧旦垂以土L出て使用でき急場合には、借   
家であっても差し支えないこと．   

ア 」麦畳温盟約が鯉塩されてりること（設置言十画書提出   

娃においては仮盟約締結でもよい∴」   

イ 賃借権の登記がなされていること】ただし、公共用   

他についてはこの限りではない」  

②校地は、設置者が所有するものであることを原則とす   

ること。なお、次の要件を満たし、かつ、おおむね20   

年以上にわたって使用できる場合には、借地であっても   

差し支えないこと（，   

ア 借地契約が締結されていること（設置計画書提出時   

においては仮契約締結でもよい。）。   

イ 借地権（地上権又は賃借権）の登記がなされている   

こと。ただし、公共用地についてはこの限りではない。  

② 炭也ば、超厚着カう所有するるのて窃ることを原雛〆   

るこ∠も合お、＜狩の要件を離L、かつ、おおむね2β   

牟以上仁わたっ丁度眉できる場合仁ば、′賢密で諺っ丁£  

J若し委譲ないこと   

ア錯彪賓拗離されれlること儲j箸計画書産出辟   
仁おいて‾ぱ㈱紡紆でるよい。ノ。   

イぼ彪摩修上底又ば賃借唐ノの二穿孟悠（をきわ丁いる   

ことフ．ただL、∠ナ．＃鋤仁ついてコ才この腰■り否ぽない。  

01学級の定員については、40人以下でなければならないこととされているが、養成施設の裁量に   

より決定できるように改める。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

上     の学級を設けること。   1学級の定員は、40人以下であること。  少なくとも1以  
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○ 普通教室の数については、同時に授業を行う学級の数を下らない数を設置しなければならないこ  

ととされているが、講義系科目について、大教室における授業が可能となるよう、規制を緩和する。  
【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

① 同時に授業を行うために′、、な数の普通教室を有  ① 同時に授業を行う学級の数を下らない数の鼻且辺   
すること。   普通教室を有すること。   

②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当  ② 普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当   
たり1．65平方メートル以上であること。   たり1．65平方メートル以上であること。   

（ex．）1学級40人×2クラス（80人）の養成施設の場合  

〈現行〉 普通教室2室（40人×2室）以上が必要 → 〈見直し後〉 普通教室1室（80人×1室）でも可。  

78  

○ 社会福祉士の活動領域においては、′くソコン等の汀機器を活用した支援が求められていることか   

ら、これらを活用した支援手法の学習の機会が確保されるよう、パソコン等の汀機器を設置すること   

が望ましい旨の規定を追加する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   由行   

捜墓！主お0三⊥▼里生カシiニッ±J担：∠ピ皐ニタニ箋墾  

汀器を活用した相談援の術等を学習する ことが  
必要な設備を設けることが望ましいこと。   
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○ 図書室については、情報公開を進めることを前提に、図書室に係る設置規制のみ課すこととし、  

図書の具体的な数量は示さないこととする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有  
①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有  

すること。  
すること。  

②図書室を有すること。  
② 図書室を有すること。  

蜃＼踏生の朗‾｛し｛、に垂嵐充二更鋲  
盈」副乱温良及び・日壬 口に、いては」畳定規則遡上  

仙1に｛め：に関する専門 
しの｛に怨めこと  

図書1000 以  
土L豊應i後志を1』重頸以±備えてぃること且   

堕し国書亨の蔵書以にも関連する文、ノー▲一 について  

土   で  よ‾必 な P 敷   こと   

※ このほか、図書室内の蔵書量等についての情報公開を義務づけることとする。（→PlO2）  

80  

●・－∴ ●：主‥’∴ナ’、・i－∴；…∴ナ、－、てこ‥之；  

○ 演習室と実習指導室については、それぞれ別途教室を確保しなければならないこととされている  

が、授業の実施に当たって支障がない場合には、これらの教室を共用することが可能となるよう、規  
制を緩和する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

）少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   ① 少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   

を有すること。   を有すること。   

L坐な堤通屋生20 に⊇皇1豊里劃金王墓呈過重  ② 土会福側溝報 術王現実習指導を行うための実  

を行うための実習指重宝を有すること。  習指導室を有すること。   

ただし、授業の実施に当たユて、教書に支障カ主ない  

田Aにし洩≡■、由と弓トニーb、盲 と共生ることカミ  

可鹿で  こと   

81   



（参考）現行の社会福祉士養成施設の設備基準について  

呈‾■；；   指導要領   

1学級の定員   40人以下  

普通教室   
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用 のこと 

普通教室を有する。   

演習室   少なくとも学生20人につき1室を有すること。   演習室の1／2以上に視聴覚機器  

昼間課程  

夜間課程  社会福祉援助技術現場実習指導を行うための  
実習指導室を有すること。  

・図書室  

その他   教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有 すること 
。  

・学術雑誌を10種類以上   

1学級の定員   なし  

講義室   面接授業実施期間中に確保されていること。  

通信課程                演習室   
少なくとも学生20人につき1室を、面接授業実施  

期間中に確保されていること。  

実習指導室   なし  

その他   なし  

※ 大学については、この基準は適用されず、「大学等設置基準」等が適用されることとなる。  82  
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Ⅳ 実習・演習  

84  

○ 教育力リキュラム全体の見直しを踏まえ、実践力の高い社会福祉士を養成する観点か   
ら、実習・演習に関する教育内容についても、充実・強化を図ることとする。   

○ また、現行．、大学等においては、指定科目の名称と一致する科目の名称により、教育   
が行われていれば、養成施設の教育内容と同等であるものとして取り扱われているとこ   
ろであるが、特に実習・演習については、大学等によってその教育内容にばらつきが大   
きいとの指摘を踏まえ、教育内容や時間数についての基準を課すこととする。   

85  



シラバスの内容  

含まれるべき事項  

①以下の内容については相談援助実習を行う前に学習を開始し、十分   

な学習をしておくこと   
r●‾‾‾‾■‾‾‾●‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾●－‾‾‾－‾‾■●■■‾－－－  

：ア自己覚知   
r‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－－‾‾‾－－‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾－●●●●－－－  

：イ 基本的なコミュニケーション技術の習得   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾●●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■  

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、  

社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲  

げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として  

概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を洒毒する。  

①総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る  

具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。  

（診個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した  

実技指導（ロールプレーイング等）を中心とする演習形態により行うこ   

と。  

ウ 基本的な面接技術の習得  

工次に掲げる具体的な課題別の相談援助事例（集団に対する相  

談援助事例を含む。）を活用し、総合的かつ包括的な援助につい   

て実践的に習得すること。   

● 社会的排除   

● 虐待（児童・高齢者）   

● 家庭内暴力（D．∨）   

● 低所得者   

● ホームレス   

● その他の危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動を含  

む。）  

オ エに掲げる事例を題材として、次に掲げる具体的な相談援助場   

面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行うこと。   

● インテーク   

● アセスメント   

● プランニング   

● 支援の実施   

● モニタノング   

● 効果測定   

● 終結とアフターケア  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

カ オの実技指導に当たっては、次に掲げる内容を含めること。  

： ●アウトリーチ  

・ ● チームアプローチ  

● ネットワーキング   

● 社会資源の活用・調整・開発   

キ 地域福祉の基盤整備と開発に係る事例を活用し、次に揚げる   

事項について実技指導を行うこと。   

● 地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握   

● 地域福祉の計画   

● ネットワーキング   

● 社会資源の活用・調整・開発  

－
－
■
－
－
－
－
－
－
 
 

＋      ＋  

● サービスの評価  

（∋相談援助実習後に行うこと   
r－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一一一－－－－一一－－一－－－一一－－－－－－－－●－－■■－‾‾‾‾‾‾‾  

；相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実  
：践的な知識と技術として習得できるように、相談援助実習における苧  
；生の個別的な体験も視野に入れつつ、集団指導並びに個別指導によ  
：る実技指導を行うこと。  

（注1）相談援助の知識と技術に係る科目として主に「相談援助の基盤と専門職」、r相談援助の理論と方法」、「地域福祉の理論と方法」、r福祉行財   
政と福祉計画j、「福祉サービスの組織と経営j、「相談援助実習」、r相談援助実習指導」などの科目。  

（注2）相談援助演習の実施にあたっては、相談援助実習指導、相談援助実習の教育内容及び授業の進捗状況を十分踏まえること。  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

・相談援助実習の意義について理解する。   

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助  

に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術  

等を体得する。   

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。   

・具体的な休験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化  

し体系立てていくことができる能力を酒毒する。  

0次に掲げる事項について個別指導及び集団指導を行うものとする。  

ア相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導及び集団  
指導の意義  

‾‾‾‾‾－－一－－一一一－－－－－－－－－ －－一一－－－－一一－－－－－－一一－－一－－－－－－－一 －■－●一■一一■  

イ 実際に実習を行う実習分野（利用者理解含む。）と施設・事業  

者・機阻団休・地域社会等に関する基本的な理解  
●－一－－－－－一一一－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－■■▼－■－■一  

っ 実習先で行われる介護や保育等の関連業矧こ関する基本的な   

理解  
‾‾‾－－－－一一－－－－一－－－－－－－－－－－一一－－－－－一－－－－－－一一一一－－－－一一－－－一一■■－－一  

工現場体験学習及び見学実習（実際の介護サービスの理解や各  

種サービスの利用体験等を含む。）  
●●■－－－■■－－●■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－●一一一■  

オ実習先で必要とされる相談援助に係る知識と技術に関する理   

解  

力実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等の理解  

（個人情報保護法の理解を含む。）  

キ「実習記録ノート」への記録内容及び記録方法に関する理解  

ク 実習生、実習担当教員、実習先の実習指導者との三者協議を  

踏まえた実習計画の作成  

ケ 巡回指導  
‾‾‾一－－－－－一一一－－－－－－－－－一一 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一－－－－－－－－■  

コ 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポー  

トの作成  
●一■－■－■●－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－一－－－－－－－■－■■－－●●－■▼－●－－●－■－一一－■  

サ 実習の評価全体総括会  

（注1）相談援助実習を効果的にすすめるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び「実習記録ノート」を作成し、実習指導に活用すること。  
（注2）実習後においては、その実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うものとする。  

（注3）実習の評価基準を明確にし、評価に際しては実習先の実習指導担当者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。88  

シラバスの内容  

含まれるべき事項  

・相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的  

かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。   

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。   

・関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的  

に理解する。  

①学生は次に掲げる事項について実習指導者による指導を受けるもの   
とする。  

②相談援助実習指導担当教員は巡回指導等を通して、次に掲げる事項  
について学生及び実習指導者との連絡調整を密に行い、学生の実習状  
況についての把握とともに実習中の個別指導を十分に行うものとする。  

：ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域  
住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き  

合い方などの円滑な人間関係の形成   
「‾‾‾‾ ‾ ‾‾－‾‾ ‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾－‾‾ ●－－－－－－－－－一一－－ －－－－－一一－ －－ －－－－－－－ －‾‾‾‾－‾‾  

：ィ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成  

；り利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との援助関係の形成   
r‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾－■‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾－－－－－－－－－－－‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾－  

：工 利用者やその関係者（家族・親族・友人等）への権利擁護及び支  

援（エンパワメントを含む。）とその評価  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿  

：オ多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際  
l  

ト＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼＿＿＿＿■▼＿＿＿＿｝－▼＿＿－＿▼＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿▼＿＿  

：力社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職  
員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と  

責任への理解  
l－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－一一一一＿－＿－－－－－－－－－－－・－－－・－－－  

：キ施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理遷宮の実際  
I  

l  

；ク当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関■団体等である  

ことへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリー  

チ、ネットワークキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解。  

（注）相談援助実習を実施する際には、下記の点に留意すること。   
任）配属実習に際しては、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認したうえで配属させること。   
虐）実習先は、巡回指導が随時可能な範囲で選定することとし、実習内容、実習指導体制、実習中のリスク管理等については実習先との問で十  
分に協議し、確認しあうこと。  89   



○ 実習・演習担当教員については、現場における相談援助の知識及び技術を活用する   

ことにより、実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、  
①5年以上の実務経験を有する社会福祉士や一定の教歴を有する者を原則としつつ、  
②これら以外の者については、「社会福祉士実習・演習担当教員講習会」を新たに創設   

し、その受講を義務付けることとする。  

見直し案  

（》大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機  

関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する  

教授、准教授、講師（非常勤を含む。）又は助教として豊  

年以上担当比後険担ある童  

②専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を   

皇室以上担当した経験のある者  

姓会誌祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習  

及び社会福 

①大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機  

関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する  

教授、助教授又は講師（非常勤を含む。）として選考呈塾   

た者  

②専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を   

豊年以上担当した経験のある者  

③大要」院剋⊥呈該捜且に鼠宣る謎究領域を専攻   

した看で修士又は博士の学位を右する者  

④社会福祉士資格取得後、5年以上相談援助案務に   

従事した経験のある者  

⑤社会福祉援助法盤姐及び社会福祉援助技厳   
現場実習指導については 

福祉援助及盤邁翌を教授で 

見直し案  魂行 

【経過措置】  

○平成21年3月31日において．‡引こ実習・演習を担当  

する教＿員＿至あ⊇三1触ら3までに該当しないものに⊇  

巨三」呈ゝ空虚旦旦重量月旦］旦圭で嬰周、引続き真豊二虞  

することができるものとする 
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○ 実習・演習担当教員の員数については、現行、養成施設における演習科目のみ、20：  
1以上で配置しなければならないこととされているが、学生1人1人に対し、よりきめ細か   

い教育を行うことを通じて、より実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、大学も含   
め、演習と実習指導について、現行制度と同様、20：1以上の教員を配置しなければなら   
ないこととする。  

見直し案   現行   

亀亜談援助邁豊盈ぜ亜謎援助真眉指塵の技量を圧う  辻会塩辿援助 彷 …が掌皇2gA以王で塞 がロ能   

に当たっては、少なくと膳20につ1人以上の教  

員を有すること。  

（塾＿大越にっては、のの教昌のう′J、なくと1人以  

上は重任の致昌軒配貫こ   
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∴● ∴i－‥●・・‥－∵∴チ∵・く∴一一∴i‡ぎ、●、∴・；∴  

見直し案  現行   

1の｛習を行う施設 は  に．  所 において   社会福祉援助技術現場実習を行う施設又は事業に係   

I入  こ三とができる 
－±… ヒ指  

る事業所の数（市町村において社会福祉援助技術現場   

‾ 喜  は  に‾、   一にノ、     の   実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。）は  
ロー に5  じて得た数を上限とす こと  社会福祉援助技術現場実習の必要な学生数の五分の  

ー以上であること。   

（ex．）実習の必要な学生が20人の場合  

〈現行〉 A施設 5人 → 〈見直し後〉 A施設（実習指導者a）5人  

（実習指導者b）5人  

（実習指導者c）5人  

小計15人  

B施設（実習指導者d）5人  

E∋施設 5人  

（〕施設 5人  

［）施設 5人  

合計 20人  合計20人   

93  




